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（目的、著作物の保護と利用許諾） 
第１条 Emblix オープン・パブリケーション利用許諾契約（以下、本契約という）は、日本エ

ンベデッド・リナックス・コンソーシアム（以下、Emblix という）が刊行または発行

した著作物（以下、Emblix 著作物という）を保護するとともに、Emblix がその Emblix
著作物を利用する者（以下、利用者という）に対し、広く利用許諾することを主旨と

するものである。 
（権利の帰属） 
第２条 本契約書および Emblix 著作物について、本契約によって明示的に利用者に許諾され

たものを除き、すべての権利は Emblix が所有する。 
（適用範囲） 
第３条 本契約の各規程は、本契約にもとづき利用許諾されたすべての Emblix 著作物に適用

されるものとする。 
（契約の成立） 
第４条 本契約は、利用者が Emblix 著作物の複製やその複製物の配布を行うことにより、成

立する。つまり、利用者が Emblix 著作物の複製やその複製物の配布を行った場合、

その時点で本契約にある規程のすべてを承諾したものとする。 
（複製、配布） 
第５条 利用者は、本契約の内容を遵守し、かつ以下の各号に従う限り、Emblix 著作物の全体

または部分を、媒体を問わず無償にて、複製またはその複製物を配布することができ

る。 
① 本契約の内容に一切の変更を加えることなく、本契約書を複製物に付属させる。 

② 複製物には、「Copyright (C) <発行年> 日本エンベデッド・リナックス・コンソ

ーシアム」ならびに、「本著作物の複製または配布については、Emblixオープン・

パブリケーション利用許諾契約（Version <番号> または、それ以降）に定められ

た内容に従うものとする。」なる文が明示されている。 

２ 前項の規程は、媒体等の作成、複製に要する費用、あるいは、配送費用その他、配布

するための費用の賦課を妨げないものとする。 

（改変、改訂） 
第６条 利用者は、Emblix 著作物を改変または改訂してはならない。Emblix はこれを禁止す

る。ただし、利用者は以下の各号について Emblix に改変または改訂を要望すること

ができる。 
①改変を希望する箇所について明示する。 

②改変を希望する内容について、Emblixに提出する。 

③上記はいずれも文書にて行う。 

（有償配布） 
第７条 第５条第１項の規程にかかわらず、利用者は Emblix の書面による許可を得て、Emblix

著作物の全部または部分を有償にて配布することができる。 
（無保証） 
第８条 Emblix 著作物は「あるがまま」で提供され、利用が許諾される。Emblix および利用

者は、Emblix 著作物に対して、商業適合性の保証や特定目的への適合性、非侵害の保

証を含め、いかなる種類の保証も行わない。 
（附則） 
連絡先 

日本エンベデッド・リナックス・コンソーシアム事務局 
e-mail：info@emblix.org 
URL：http://www.emblix.org/ 
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